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第１章 総則 
 

1.1 計画策定の背景と目的 
 

自転車は、排気ガスや騒音を出さない環境にやさしい交通手段であるとともに、健康に良

い交通手段、新型コロナウイルス感染対策として「三つの密」の回避が可能な交通手段とし

ても注目されており、全国各地で自転車の利用ニーズが高まっています。 

一方で、道路交通法では、自転車は「車両」に分類され、車道通行（車道の左側通行）が

原則となっていますが、市内に多くの自転車歩行者道が整備されている中で、車道通行とい

う意識が希薄であり、交通ルールやマナーの周知が十分ではない状況となっています。 

本市では、自転車利用環境の向上を目的に「姫路市自転車利用環境整備基本計画（2005

年［平成 17 年］3 月）［以下、基本計画］」「姫路の歩行者・自転車の安全・快適化計画

（2013 年［平成 25 年］2 月）［以下、安全快適化計画］」を策定しており、特に本市の

自転車ネットワーク整備の指針としている安全快適化計画においては、2012 年（平成 24

年）11 月に国土交通省と警察庁が合同で策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイ

ドライン［以下、国ガイドライン］」を基本として作成しています。しかし、「安全な自転

車通行空間の早期確保」などを目的として、2016 年（平成 28 年）7 月に国ガイドライン

が改定され、この改定により「自転車は車道」が原則となり、歩道を活用した整備による自

転車ネットワークの構築が基本的に不可能となりました。 

その後国においては、環境負荷の低減、災害時の交通機能の維持、国民の健康増進などの

課題に対応するため、自転車の活用を推進する「自転車活用推進法」を 2017 年（平成 29

年）5 月に施行するとともに、同法に基づき、2018 年（平成 30 年）6 月に「自転車活用

推進計画［以下、国推進計画］」が閣議決定されるなど、自転車活用の機運が高まってきて

います。また、兵庫県においては、2020 年（令和 2 年）3 月に「兵庫県自転車活用推進計

画［以下、県推進計画］」が策定されています。 

本計画は上記を背景に、2018 年（平成 30 年）6 月に策定した「姫路市自転車利用環境

整備計画」を基本として改訂しました。 
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1.2 計画の位置づけ  
本計画は、「姫路市自転車利用環境整備基本計画（2005 年［平成 17 年］３月）」で設

定されている各種計画から、それぞれで進められている事業を踏襲し、「姫路市総合交通計

画（2016 年［平成 28 年］３月）」も参考としながら 2018 年（平成 30 年）6 月に策

定しましたが、国及び県の推進計画の策定を受けて、改訂を行いました。  
＜ 計画の位置づけ ＞                        
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1.3 計画の期間 
 

2019 年度（令和元年度）～2028 年度（令和 10 年度）までの 10 年間 

 

1.4 計画の構成 
 

本市の自転車交通をとりまく現状や課題、さらには上位計画から、本計画の方向性を示す

とともに、基本理念・基本方針を設定しました。 

また、この方針を受けた自転車利用環境整備を推進するための取組施策を様々な観点から

とりまとめています。 

なお、本計画の実現には市民・事業者・行政の連携・協働が必要であるため、これらも考

慮した内容としています。 

 

＜ 計画の構成 ＞ 
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